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令和４年５月１１日（水）に、名取市役

所において「水道施設等災害時に関する協

定」の締結式を行いました。

この協定は、災害時における危機管理強

化を目的とし、地震、風水害等の災害によ

り水道施設等に被害が発生した場合に「名

取市高舘浄水場等運転維持管理業務委託」

で委託している業務を超える部分について

応援復旧活動の支援をいただくものです。

今回の協定は、公募型プロポーザルの際

にご提案いただいていたもので、期間は令

和４年５月１１日から令和９年３月３１日

まで、活動の内容は、応急給水活動（人的

支援、断水時の給水補助等）、水道施設等

の復旧作業（技術的支援、現地復旧作業、

発注支援等）などとなっております。

名取市と「水ingＡＭ・名取市管工事業協同組合・産電工業特定共同企業体」は、今後も

市民の皆様に安心・安全な水道水を安定的に供給し、災害等にも強い強靭な水道を目指し

てまいります。

スマートフォン決済アプリ「PayB・PayPay」によるお支払い

スマートフォン決済アプリ「PayB（ペイビー）」・「PayPay（ペイペイ）」を使って、

水道料金の納付書に印字されているバーコードをスマートフォンのカメラ機能で読み取る

ことで、納付書の支払期限内であれば、いつでもどこでも簡単にキャッシュレスによるお

支払いができます。

◆PayBのご利用にはアプリのダウンロード及び銀行口座等の登録が必要です。

◆PayPayのご利用にはアプリのダウンロード及び残高へのチャージが必要です。

◆アプリのダウンロード及びご利用にかかる通信料は、お客さまのご負担となります。

◆領収証書は発行されません。お支払い後も、領収印のない納付書がお客さまのお手元

に残ります。料金を二重に支払うことのないよう、ご注意ください。

◆PayB、PayPayの詳細については、市またはPayB、PayPayのホームページでご確認くだ

さい。


